
監理団体審査部会の設置について（案） 
 

平成 29 年３月 28 日 
職業能力開発局 
海 外 協 力 課 

 
○ 平成 28 年 11 月 28 日に公布された「外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）」

においては、団体監理型技能実習を行う場合、監理団体は事前に

主務大臣（法務大臣及び厚生労働大臣）から許可を得る必要があ

る。 
※法施行は公布日より１年以内の政令で定める日 

 
○ 厚生労働大臣は、監理団体に対して当該許可をしようとすると

きは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならな

いとされているところである。 
 
○ 監理団体に対する許可の審査については、人材育成を通じた国

際協力を推進することを目的とした技能実習制度に関する専門的

な知見に基づき行われる必要がある。 
 
○ そのため、職業能力開発分科会の下に新たに監理団体審査部会

を設置し、当部会において審査することとする。 
  

資料５ 



外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（抄） 
 

第二節 監理団体 

（監理団体の許可） 

第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主

務大臣の許可を受けなければならない。 

一 一般監理事業（監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以

下同じ。） 

二 特定監理事業（第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実

習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をい

う。以下同じ。） 

２ 前項の許可を受けようとする者（第七項、次条及び第二十五条において「申

請者」という。）は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 

一 ～ 六 （抄） 

３ 前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画

書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定め

る書類を添付しなければならない。 

４ 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う

事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理

型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数その他監理事業に関す

る事項を記載しなければならない。 

５ 主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第

三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。 

６ 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働

政策審議会の意見を聴かなければならない。 

７ 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければ

ならない。 
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程

改
正
案

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

第
一
条

労
働
政
策
審
議
会
職
業
能
力
開
発
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う

）
の
議
事
運

。

営
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号

）
第
九
条
、
労
働
政
策
審
議

。

会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
。
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う

）
及
び
労
働
政

。

策
審
議
会
運
営
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う

）
の
う
ち
、

。

労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
、
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
及
び
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
六

人
と
す
る
。

第
三
条

分
科
会
の
会
議
（
以
下
単
に
「
会
議
」
と
い
う

）
は
、
会
長
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
、

。

分
科
会
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
委
員
等
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
請
求
が
あ
っ

た
と
き
に
分
科
会
長
が
招
集
す
る
。

２

会
長
ま
た
は
委
員
等
は
、
分
科
会
長
に
会
議
の
招
集
を
請
求
す
る
と
き
は
、
付
議
事
項
及
び

日
時
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

分
科
会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
の
ほ
か
、

少
な
く
と
も
七
日
前
ま
で
に
付
議
事
項
、
日
時
及
び
場
所
を
委
員
等
及
び
会
長
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条

委
員
等
は
、
分
科
会
長
の
許
可
を
受
け
て
、
代
理
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
代
理
者
は
、
審
議
会
令
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
欠
席
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

２

前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
条

会
議
は
、
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。

分
科
会
に
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る

第
六
条

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
技
能
実
習
法
」
と
い
う

）
第
二
十
三
条

。

第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
さ
せ
る
た
め

監
理
団
体
審
査
部
会

以
下

部

、

（

「

会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

第
七
条

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
、
使
用
者

を
代
表
す
る
も
の
及
び
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
三
人
と
す
る
。

第
八
条

部
会
が
、
技
能
実
習
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
を

し
た
と
き
は
当
該
議
決
を
も
っ
て
分
科
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
科
会
が
、
あ
ら
か
じ

め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、
分
科
会
の
議
決
を
特
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会

長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

分
科
会
に
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
特
に
専
門
的
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

第
十
条



き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
会
の
議
事
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
専
門
委
員
会
の
長
が
専
門
委
員
会
に
諮

っ
て
定
め
る
。

第

条

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
分
科
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
行
う
。

十
一

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
三
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。



労
働
政
策
審
議
会
職
業
能
力
開
発
分
科
会
運
営
規
程
を
改
正
す
る
件
に
つ
い
て

職
業
能
力
開
発
分
科
会

平
成
十
七
年
七
月

日

労
働
政
策
審
議
会
職
業
能
力
開
発
分
科
会
運
営
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
専
門
の
事
項
」
の
下
に
「
そ
の
他
若
年
者
の
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
事
項
」
を

加
え

「
勤
労
青
少
年
部
会
」
を
「
若
年
労
働
者
部
会
」
に
改
め
る
。

、
第
七
条
中
「
そ
の
所
掌
事
務
」
を
「
勤
労
青
少
年
福
祉
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
青

少
年
福
祉
対
策
基
本
方
針
の
策
定
に
関
す
る
事
項
」
に
改
め
る
。


